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当
委
員
会
で
は
、
条
例
制
定

６
件
、
補
正
予
算
、
専
決
処
分

１
件
、
追
加
議
案
２
件
の
審
査

を
行
っ
た
。

追
加
議
案
の
八
女
・
筑
後
広

域
市
町
村
圏
事
務
組
合
の
共
同

処
理
に
関
す
る
議
案
は
、
星
野

村
に
あ
る
「
池
の
山
荘
」
を
星

野
村
に
所
有
権
を
移
す
た
め
の

議
案
で
あ
る
。

筑
後
市
は
建
設
に
伴
う
経
費

の
10
％
を
負
担
し
た
が
、
運
営

に
要
す
る
経
費
は
、
星
野
村
が

１
０
０
％
負
担
し
て
い
る
と
の

説
明
が
あ
り
、
全
員
賛
成
し
た
。

所
有
権
移
転
後
は
、
星
野
村
が

選
定
す
る
指
定
管
理
者
が
運
営

す
る
。

筑
後
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て
は
、
調
整
手
当
を
地

域
手
当
に
改
め
、
市
長
10
％
、

助
役
及
び
教
育
長
を
そ
れ
ぞ
れ

５
％
引
き
続
き
削
減
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
篠
原
委
員
ほ
か
賛

成
者
５
人
よ
り
「
市
長
、
助
役

及
び
教
育
長
が
地
域
手
当
支
給

地
域
に
長
期
に
勤
務
す
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

条
例
か
ら
地
域
手
当
を
削
除
す

る
」
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、

修
正
案
が
全
員
賛
成
に
て
可
決

さ
れ
た
。

筑
後
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
新

給
料
表
の
導
入
及
び
調
整
手
当

を
廃
止
し
て
地
域
手
当
を
新
設

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
支
給
対

象
者
は
、
地
域
手
当
支
給
地
域

に
派
遣
等
に
よ
り
在
勤
す
る
職

員
に
限
る
こ
と
か
ら
、
市
役
所

に
勤
務
す
る
職
員
に
は
４
月
１

日
よ
り
支
給
し
な
い
と
の
答
弁

が
あ
り
全
員
賛
成
し
可
決
を
し

た
。そ

の
他
の
議
案
と
補
正
予
算
、

専
決
処
分
に
つ
い
て
は
全
員
賛

成
し
可
決
し
た
。

総
務
文
教
委
員
会

委
員
長

池
田
　
光
政

条
例
改
正
８
件
、
補
正
予
算

４
件
を
審
査
し
、
全
議
案
を
可

決
し
た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
条
例
の
制
定
は
、
介
護
保
険

法
の
改
正
に
伴
い
新
た
に
「
市

健
康
づ
く
り
課
」
内
に
同
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
。

高
齢
者
が
介
護
に
陥
る
こ
と
や

介
護
認
定
の
度
合
い
が
上
が
る

こ
と
へ
の
予
防
や
介
護
相
談
事

業
な
ど
を
実
施
す
る
と
し
、
内

容
に
つ
い
て
は
特
集
版
を
全
戸

に
配
付
し
て
周
知
を
図
っ
て
い

く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

市
立
病
院
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
設
置
条
例
制
定
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
事
業
を
引
き
継
ぐ
も
の

だ
が
、
今
後
は
正
規
職
員
に
代

わ
り
嘱
託
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
に
、
ま
た
地
域
医
療
支
援
室

と
の
連
携
を
強
化
す
る
と
し
て

い
る
。
な
お
１
年
限
り
の
設
置

で
あ
る
。

市
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
改
正
で
は
、
市
立

病
院
に
感
染
症
対
象
の
２
病
床

を
追
加
設
置
す
る
こ
と
に
加
え
、

急
性
期
病
院
（
注
※
）
を
目
指

す
取
組
み
と
し
て
４
月
か
ら
副

院
長
２
人
制
の
導
入
や
看
護
部

長
を
外
部
か
ら
採
用
す
る
な
ど

の
方
針
が
示
さ
れ
た
。

平
成
17
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
で
は
、
消
防
職
員
の
殉
職

に
伴
う
賞
じ
ゅ
つ
金
が
審
議
の

焦
点
と
な
っ
た
。

審
査
の
中
で
は
、
賞
じ
ゅ
つ

に
つ
い
て
「
特
別
」
の
定
義
に

つ
い
て
質
疑
が
出
さ
れ
た
。
執

行
部
か
ら
は
「
特
別
」
と
は

「
火
事
や
災
害
時
の
出
動
に
際
し

て
適
用
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

今
回
は
訓
練
中
の
事
故
が
災
害

の
発
端
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
般

の
賞
じ
ゅ
つ
に
該
当
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
最
高
額
を
支
給
す

る
も
の
と
判
断
し
た
旨
の
説
明

が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
に

よ
り
可
決
。

厚
生
委
員
会

委
員
長

貝
田
　
義
博

古川地区介護予防拠点施設「古川ふれあい・いきいき館」

（注※…積極的な治療が必要とされる、病状が不安定な患者を中心に、
高度な医療を提供する病院）


